
 
 

人権施策推進会議条例 

平成24年3月29日 

条例第10号 

人権施策推進会議条例をここに公布する。 

人権施策推進会議条例 

 

(設置) 

第1条 本市の人権擁護に係る事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地

方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関とし

て、横須賀市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 

 

(組織) 

第2条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。 

2 委員は、市民、学識経験者、関係団体の代表者及び人権擁護委員のうちから

市長が委嘱する。 

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

 

(委員長) 

第3条 推進会議に委員長を置き、委員が互選する。 

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を

代理する。 

 

(会議) 

第4条 推進会議の会議は、委員長が招集する。 

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

 

(委員以外の者の出席) 

第5条 推進会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

 

(その他の事項) 

第6条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推

進会議の同意を得て委員長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成24年4月1日から施行する。 

資料１ 



  　               人権施策推進会議委員

※任期：令和３年６月１日～
令和４年５月31日

氏名 委員の構成等 所属・推薦団体 再任・新任

阿瀬川　孝治 有識者（団体推薦） 汐入メンタルクリニック院長 新任

小 林 優 人 公募市民 再任

佐野　美智子 民生委員児童委員（団体推薦）
地区民生委員児童委員協議会
会長

新任

多 田 幸 子 人権擁護委員（団体推薦）
横須賀市人権擁護委員会
副会長

再任

角 井 駿 輔 弁護士（団体推薦） 神奈川県弁護士会 再任

西 村  淳 学識経験者（団体推薦）
神奈川県立保健福祉大学
保健福祉学部　教授

再任

早 坂 公 幸 有識者（団体推薦）
一般社団法人
神奈川人権センター理事

再任

細江 恵美子 公募市民 再任

森  弘 樹 有識者（団体推薦）
特別養護老人ホーム ヒューマン
施設長

新任


